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研究成果の概要（和文）：目下、住宅市場に関する法的研究は非常に順調に進んでいる。例えば、住宅市場にお
ける行政法規制について、平成29年に『住宅市場と行政法―耐震偽装、まちづくり、住宅セーフティネットと法
―』を刊行した。さらに、(1)「空き家条例」と「ごみ屋敷条例」の比較研究、(2)「民泊」の法的研究、(3)
「管理不全不動産」の研究も公開した。今後もさらなる研究が必要となる。

研究成果の概要（英文）：My legal studies of Housing Market are well along. For example, "Housing 
Market and Administrative Law" was published in 2017. In addition, (1)comparative study of “Vacant 
House” ordinance and “Trash House” ordinance, (2)legal study of
"Vacation Rental", and (3)"Not Well-Managed Real Estate" are published. That will probably need more
 research in the future too.

研究分野： 公法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
研究成果の1つとして平成29年に刊行した『住宅市場と行政法―耐震偽装、まちづくり、住宅セーフティネット
と法―』は、耐震偽装事件、景観紛争、公営住宅法システム、災害時の住まいといった極めて現代的な課題を包
括的にまとめた著作であり、都市住宅学会の著作賞を受賞するなど、すでに極めて高い評価を受けている。本研
究の成果はそればかりでなく、空き家など管理不全不動産の問題や「民泊」の法的論点など、人口減少社会に突
入したわが国における喫緊の課題に対する示唆にあふれている。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
研究代表者は、『保障行政の法理論』以来、市場原理を活用した行政目的の達成の法的コント

ロールについて一貫して研究してきた。その中でも、住宅市場は、①私人による持ち家の建築、
②民間事業者や個人大家による貸家の賃貸借市場への提供、そして③行政による公営住宅の直
接供給という３つの柱から構成される、市場規模の巨大な領域である。戦後間もなくの住宅難
の時代には、③が住宅供給の基軸とされてきたが、高度経済成長に伴う国民所得の増大により、
①が柱となってきた。しかし、やがて国民の住宅需要は充足され、地価の高騰、少子高齢化の
進展、ライフスタイルの変化により、②賃貸借市場の流通促進も、行政の大切な役割となって
いる。これらは、「住まい」の供給という、すぐれて公益的な課題を、行政が市場原理を上手に
活用することで達成していくという研究代表者の関心と見事に一致する。 
 
２．研究の目的 
① 衣食住という言葉があるように、住環境の整備は人間生活の基本である。しかし、法学の
分野では、借地借家法などを除き、住宅市場に対する研究が不十分であった。 
② 本研究では、都市・住宅法に着眼して、住宅市場における行政法の役割を明らかにする。
行政が住宅を直接に供給する公営住宅の他、民間事業者が行う持ち家の建築・流通および貸家
の流通を行政法的に研究することが目的である。 
③ 民間事業者は行政とは異なり、収益獲得を至上命題として行動する。行政が民間事業者を
上手に規整・制御する手法を見出すことで、市場と法の関係についても考察が深まる。 
 
３．研究の方法 
平成 28年度と 29年度は、すでに研究代表者が着手している都市住宅に関する研究を進展さ

せるとともに、都市住宅に関する調査を行い、法学以外の多角的な分野に渡って文献を読み込
み、解釈論にとどまらず政策法学にまで及ぶ思索を行い、これまで研究の足りなかった分野に
関して論説や判例研究を進める。これを最終年度に論文・著書としてまとめる作業を行う。実
際には予定よりも早く平成 29 年度中に論文集『住宅市場と行政法―耐震偽装、まちづくり、住
宅セーフティネットと法―』を刊行することができたため、さらに研究を進めて、『「ごみ屋敷
条例」に学ぶ条例づくり教室』、共著として、『都市行政の最先端』などの研究に進むことがで
きた。 
 
４．研究成果 
住宅は人間の生存にとって不可欠な財であるだけではなく、その市場は複合的な産業が絡ま

り合った巨大市場としてダイナミックに展開されており、住宅・住宅市場と行政の関わりにつ
いて検討すべき法律問題は無数に存在する。筆者は、博士論文である『保障行政の法理論』以
来、一貫して、「市場を通じた行政目的の達成とその法的コントロールのあり方」というテーマ
を研究してきた。その根底にあるのは、行政が、市場原理を無視して活動することはできない
という思想である。公共政策が市場原理によって歪められてはならないが、よりよい行政を実
現するために市場原理を上手に活用できるのならば、それに越したことはない。 
研究成果の 1つとして平成 29 年に刊行した『住宅市場と行政法―耐震偽装、まちづくり、住

宅セーフティネットと法―』は、耐震偽装事件、景観紛争、公営住宅法システム、災害時の住
まいといった極めて現代的な課題を包括的にまとめた著作であり、都市住宅学会の著作賞を受
賞するなど、すでに極めて高い評価を受けている。行政法の存在意義（同書第１章。以下、単
に「第○章」とする。）、行政手法論（第１章）、公企業（第１章、第 10章、第 11 章）、基本法
と基本計画（第２章）、行政訴訟と民事訴訟の役割分担（第６章、第７章）、行政権の濫用（第
８章）、理由の提示（第４章）、行政による情報提供（第５章）、生活環境利益を根拠とする原告
適格（第７章）、違法性の承継と処分性の拡大（第９章）、国家賠償法における「公務員」「公共
団体」概念の再構成（第３章）、国家賠償法における「公務員」への求償権の行使（第８章）、
住民訴訟債権の放棄の可否（第８章）といった近年注目されている諸論点について扱ったこと
は、住宅法という分野の懐の広さ、可能性を示したものといえよう。公営住宅の利用関係（第
10 章）などは、公物管理をめぐり古くからある研究テーマであるが、民営化・民間委託や地方
分権の視点から再構成し、また災害公営住宅の研究（第 11 章）という最新の課題へと発展・応
用させている。 
本研究の成果はそればかりでなく、空き家、ごみ屋敷、さらには管理放棄地（所有者不明不

動産）など「管理不全不動産」と総称される問題にも及んだ。所有者不明土地問題においては、
日本不動産学会、都市住宅学会、資産評価政策学会の３学会合同の研究会の幹事を務めて、こ
の問題に対する提言を取りまとめた。さらに、『「ごみ屋敷条例」に学ぶ条例づくり教室』では、
実効性のある条例づくりについて解説することで、市町村の現場の職員に対する政策法務の指
針を示した。地方分権の時代において、自治体職員の関心を最も集めている問題の１つは、実
効性のある条例を制定する立法法務のあり方である。しかし、行政処分や罰則など、命令・強
制を中心とするしくみは、手法として強力である一方、取扱いを間違えれば国民の権利を著し
く毀損することにもなりかねない。国が法律を策定し、地方は国の指針にただ従っていればよ
かった時代とは異なり、地方ごとに条例による独自の法政策を実現していかなければいけない
昨今、その職員が知恵を身に付けるための様々な方策を検討しているところえである。 



市場システムを活用した行政法規制についても、関心は広がっている。「民泊」については、
旅館業法の法的規制を緩和して、インバウンド需要に応える魅力的な施策であるが、市町村に
よっては既存住民の居住環境を侵害しかねないとして拒絶する向きがある。「民泊推進条例の提
案」では、近隣の迷惑になる行為を取り締まるとともに、イベント民泊や農家民宿のような「お
試し」の仕組みを積極活用していくという、建設的な提案を行った。数年以内に、民泊は日本
社会に幅広く受容されていき、新たなライフスタイルの１つとして定着することと思われる。
今後も、その行方を注視していくことにしたい。 
これらは人口減少社会に突入した令和の時代のわが国における喫緊の課題に対する示唆にあ

ふれており、新たに 4年間の研究期間で採択された「市町村における 市場を活用した住宅法シ
ステムの研究」を通じて、さらに考察を深めることとする。 
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① 板垣勝彦、民泊推進条例の提案―イベント民泊や農家民宿といった「お試し民泊」から始
めよう―(1)、単著、自治研究 95巻 1 号、2019、80～97、査読無 
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